
 

 

     令和４年９月定例月議会提出条例のあらまし 

 

● 議案第５８号 大東市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

‥(1) 育児休業の取得回数制限を緩和します。 

 (2) 非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件を緩和します。 

 (3) 非常勤職員の子が１歳以降の育児休業について、柔軟な取得が可能となるよう、

当該取得要件を整備します。 

  (4) この条例は、令和４年１０月１日から施行します。 

 

● 議案第５９号 大東市市税条例等の一部を改正する条例 

‥(1) 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の内容を見直した上で、適用期限

を延長します。 

 (2) 上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させます。 

  (3) この条例は、令和５年１月１日から施行（一部を除く。）します。 

 

● 議案第６０号 大東市交通災害共済条例の一部を改正する条例 

‥(1) 共済見舞金及び交通遺児激励金の支給額を変更します。 

  【共済見舞金】 

   ・死亡の場合 

     １，３００，０００円 → １，４００，０００円 

   ・実治療１５０日以上の傷害を受けた場合 

     ２００，０００円 → ２５０，０００円 

   ・実治療９０日以上１５０日未満の傷害を受けた場合 

     １２０，０００円 → １５０，０００円 

   ・実治療３０日以上９０日未満の傷害を受けた場合 

     ５０，０００円 → ７０，０００円 

   ・実治療３０日未満の傷害を受けた場合 

     ２０，０００円 → ３０，０００円 

  【交通遺児激励金】 

   ・就学前の者 

     年額６０，０００円 → 年額７５，０００円 



 

 

   ・小学生 

     年額８４，０００円 → 年額１０５，０００円 

   ・中学生 

     年額１２０，０００円 → 年額１５０，０００円 

   ・中学校卒業後満１８歳に達するまでの者 

     年額１６８，０００円 → 年額２１０，０００円 

  (2) この条例は、公布の日から施行します。 

 

● 議案第６１号 大東市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

‥(1) 子どもに係る医療費の助成対象の年齢を満１５歳から満１８歳に引き上げます。 

  (2) この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

 

● 議案第６２号 大東市国民健康保険条例 

‥(1) 大阪府国民健康保険運営方針において、府内の国民健康保険に係る保険料又は保

険税の区分が保険料に統一されたことに伴い、既存の大東市国民健康保険条例及び

大東市国民健康保険税条例を廃止し、本市が行う国民健康保険の事務について定め

る新たな条例として制定します。 

  (2) この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

 

● 議案第６３号 大東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

‥(1) 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、条文

中の文言を整理します。 

  (2) この条例は、公布の日から施行します。 

 

● 議案第６４号 大東市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

‥(1) 大東市移管市営住宅事業特別会計を設置します。 

  (2) この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

 

 

 



 

 

● 議案第６５号 大東市基金条例の一部を改正する条例 

‥(1) 大東市移管市営住宅整備等基金を設置します。 

  (2) この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

 

● 議案第６６号 大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例 

‥(1) 大東市議会議員及び大東市長の選挙における候補者が選挙運動のために使用する

ビラの作成に係る公費負担の限度額の引上げを行います。 

・選挙運動用のビラ作成の印刷費に係る公費負担の限度額（１枚当たりの単価） 

７円５１銭 → ７円７３銭 

  (2) この条例は、公布の日から施行します。 

 

● 議案第６７号 大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例 

‥(1) 大東市議会議員及び大東市長の選挙における候補者が選挙運動のために使用する

選挙運動用自動車等に係る公費負担の限度額の引上げを行います。 

・選挙運動用自動車の借入れに係る公費負担の限度額（日額） 

１５，８００円 → １６，１００円 

・選挙運動用自動車の燃料費に係る公費負担の限度額（日額） 

７，５６０円 → ７，７００円 

・選挙運動用ポスター作成の印刷費に係る公費負担の限度額（１枚当たりの単価）

５２５円６銭 → ５４１円３１銭 

・選挙運動用ポスター作成の企画費に係る公費負担の限度額 

３１０，５００円 → ３１６，２５０円 

  (2) この条例は、公布の日から施行します。 


